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令和２年度第１回東京都地方独立行政法人評価委員会 

高齢者医療・研究分科会議事録 

 

 

●日時  令和２年７月８日（水曜日）午後２時５５分から午後５時１０分 

●場所  都庁第一本庁舎 ４２階 特別会議室Ｃ 

●出席者 矢﨑分科会長、藍委員、猪口委員、大橋委員、永山委員 

●報告事項 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターにおける令和元年度業務実績報告 

●審議事項 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターにおける令和元年度業務実績評価 

（案）に関する意見聴取について 

 

 

○施設調整担当課長 それでは、委員の先生方が全員おそろいになりましたので、

少々早いですけれども、ただいまより、令和２年度第１回東京都地方独立行政法人

評価委員会高齢者医療・研究分科会を開催いたします。 

  本日はお忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。私、こ

の４月より施設調整担当課長に着任いたしました小林と申します。議事に入るまで

の間、進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、着座にて進めさせていただきます。 

４月の都の組織改正によりまして、これまで事務局を務めておりました福祉保健

局高齢社会対策部長から高齢者施策推進担当部長へと変更がございましたので、会

議に先立ちまして、部長の保家より一言皆様にご挨拶を申し上げます。 

○高齢者施策推進担当部長 本日はお忙しい中、ご出席いただきまして誠にありがと

うございます。 

  この４月から福祉保健局の高齢者施策推進担当部長に着任いたしました保家と申

します。本日はどうかよろしくお願い申し上げます。 

  さて、健康長寿医療センターにおきましては、地方独立行政法人として設立され

てから今年で１２年目を迎えました。平成２５年の新施設への移転から今年で８年

目となりまして、病院事業におきましては、高齢者の特性に配慮した低侵襲な医療

を提供し、三つの重点医療をはじめとする高齢者医療の充実を図ってまいりました。 

  また、研究事業におきましては、病院と研究所を一体的に運営する特長を生かし、

臨床応用や実用化につながる取組を推進して、研究成果のより一層の普及、還元に

取り組んでまいりました。 

  平成３０年度より第３期中期目標期間が始まっておりまして、今回は２年度目の
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評価となります。 

  本日は、まず法人から令和元年度の業務実績についてご報告いただきまして、そ

の後、委員の皆様方には次回の第２回分科会を含めまして、令和元年度業務実績評

価（案）についてご審議いただくこととしております。 

  法人の評価につきましては、知事が主体ということになっておりますけれども、

委員の皆様からの専門的知見に基づくご意見が非常に重要なものと考えております。

法人運営をより充実したものとするためにも、ぜひ忌憚のないご意見を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、本日、よろしくお願い申し上げます。 

○施設調整担当課長 それでは、本日の委員の出欠状況につきましてご報告いたしま

す。本日は全委員にご出席をいただいております。 

  それから、本日の高齢者医療・研究分科会は、東京都地方独立行政法人評価委員

会運営要綱第２条に基づき公開で行います。また、同要綱第４条に基づき、議事録

及び会議資料につきましても、後日、福祉保健局のホームページにて公開いたしま

す。 

  それから、本日の座席ですけれども、新型コロナウイルス感染症対策として、密

を避けた座席配置とさせていただいておりますことを申し添えます。 

  それでは続きまして、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきま

す。 

  紙で配付しております資料ですけれども、まず、会議次第というふうに書いてあ

るものがございます。 

  それから、資料１といたしまして、Ａ４の横組み、令和元年度地方独立行政法人

東京都健康長寿医療センター業務実績等報告書概要がございます。 

  それから、資料２といたしまして、令和元年度地方独立行政法人東京都健康長寿

医療センター業務実績等報告書という分厚い資料がございます。 

  それから、資料３といたしまして、Ａ４の１枚紙でございますけれども、地方独

立行政法人法に基づき、平成３０年度業務実績評価の全体評価・総評における「改

善・充実を求める事項」についての法人の取組状況を記載したものになります。 

  それから、資料４といたしまして、令和元年度地方独立行政法人東京都健康長寿

医療センター業務実績評価（案）の概要。 

  資料５といたしまして、今度はＡ４の縦で業務実績評価書（案）。 

  資料６といたしまして、評価指標の参考値一覧でＡ４の横のものがございます。 

  そして資料７といたしまして、今年度の分科会のスケジュール（予定）をお配り

しております。 

  参考資料につきましては、１から９まで次第に記載がございますけれども、こち

らのほうはタブレットのほうでの閲覧とさせていただいております。どうぞこちら



 3 

のほうをご活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  以上でございますが、お手元にございますでしょうか。足りない資料がありまし

たら、挙手にてお知らせください。 

  それでは、ここからは、議事進行を矢﨑分科会長にお願いいたします。 

○矢﨑分科会長 本日は皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがと

うございます。特に健康長寿医療センターの皆様には、わざわざお出ましいただき、

ありがとうございます。 

  本日は、まず初めに、法人から令和元年度の業務実績のご報告を頂きまして、審

議事項として、評価案についてご意見を頂く予定になっております。 

  それでは、まず初めに健康長寿医療センターから、令和元年度の業務実績につい

て報告をお願いします。持ち時間は３０分となっていますので、時間を守ってお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○鳥羽理事長 ありがとうございます。皆様、このようなコロナ禍に実際にお会いで

きて評価していただいて、大変ありがとうございます。ＺＯＯＭだと味気なくて、

生の声が聞けないので心配しておりました。 

  本日は、概要と研究を鳥羽から、病院医療のことを許センター長から、それから、

事務経営のことを越阪部事務部長から、かいつまんで報告させていただきます。 

  全てこの概要、資料１に沿って説明させていただきます。 

  資料１、概要の１ページをおめくりいただきますと、第三期中期計画というとこ

ろが出てきますが、この２年目に入りまして、現在は基盤の整備、それから、運営

の強化から社会実装、すなわち、医療や研究が社会にどのように還元されるかとい

う一番難しいところに入ってございます。 

  昨年度は１年目でございましたので、それほど大きなチェンジは出来ませんでし

たけれども、それでも、この重点方針は高齢者の医療、そして、特性に配慮した医

療、ＱＯＬを改善、それから、医療と研究の一体化、人材育成、業務内容の改善、

財務の改善などについて、職員と共に努力してきたわけであります。 

  健康長寿の特徴といたしましては、一般病院ではありますけれども、６５歳以上

が９割であり、高齢者の血管病、がんなど、徹底的に治すのか、あるいは少し工夫

して治すのかという問題がございます。同時にこのような方は単に年齢が高いだけ

ではなくて、右側にありますように８０％が何らかの助けが要る方ということで、

独立してすたすた歩いてこられる方ではなくて、かなり手のかかる方を診させてい

ただいているわけであります。 

  自己評価結果の概要でございますけれども、特に優れているものとして、健康長

寿と生活の質の向上を目指す研究の中の基盤の整備、そして、そのほか医療・研究

など、２０項目を評価させていただきました。 

  詳細は、個別に説明させていただきますので、私からの概要説明は以上とさせて
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いただきます。 

  次に、許センター長、お願いいたします。 

○許センター長 センター長の許でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、先ほどご紹介いただきましたように、私どもの目標は、高齢者の特性に配

慮した医療の確立・提供と普及ということでございまして、三本柱の１番目として、

血管病、心臓、あるいは脳卒中の患者様を取扱っております。 

  ２番目が高齢者がんの医療、３番目が認知症医療、それから、特に私どもは高齢

者の救急医療に力を入れております。 

血管病におきましては、高齢者でもほかに病気がない方に関しては、積極的に治

療しております。ただ、例えば、ここでお示ししますような胸部大動脈瘤、あるい

は、大動脈解離に対しまして、最近はステントグラフト内挿術、これが相当発展し

てきました。その中で、これまでのステントグラフト挿入術は弓部大動脈、すなわ

ち、頭に行く血管、これに対してはやっぱり外科的に再建していたわけですけども、

最近は分枝再建を要しないデバイスが出てきまして、それを導入することで、かな

り完璧な胸部・大動脈弓にかかった大動脈瘤にも、しっかりとした治療が低侵襲で

できるということで、この例えば胸部のステントグラフトの内挿術、これは３０年

度が４２例だったわけですけれども、令和元年度は６２例に増えています。 

  それから、高齢者におきまして大動脈弁の狭窄というのが、これはもう老化に伴

って必然的に起こります。その治療に胸を開けて手術をするよりは、カテーテル的

にやるという経カテーテル的大動脈弁置換術については、施設基準が合わないため、

一時的に自粛しておりましたが、この４月から全て基準を満たして再開しておりま

す。週１例程度のペースで実施させていただいております。 

  また、私どものところでは糖尿病患者が非常に多く、それに伴う血液透析の患者

さんの施術が心臓外科に限らず、消化器一般外科でも非常に多くございます。それ

に対しまして、手術中に血糖値がジャンプアップするのを防ぐために、人工すい臓

で非常に安定した血糖値を保ち、これが周術期の感染を防ぐことに繋がっておりま

す。 

  高齢者のがんに関しましては、積極的に様々な領域で取り組んでおりますが、令

和元年度は特に外科のほうで進歩が見られました。これは超音波気管支鏡というも

ので、ここに写真がございますように、仮想気管支鏡画像というもので、これで小

さながんでも適切な生検を行い、迅速細胞診で診断がしっかりとつくということで、

診断から治療まで内視鏡的な肺外科手術、これを積極的に進めております。 

  その中で低侵襲な診断に関しましては、３０年度は４７件でございましたけれど

も、令和元年度は５５件に増えております。また、高齢者におきまして、白血病、

これも増えてきております。その中で骨髄移植、あるいは、臍帯血移植、この移植

実績が２５例でございます。 
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  その次に書いてございます骨髄・抹消血幹細胞採取等というのは、これは骨髄バ

ンクに協力しまして、骨髄移植のドナーから骨髄を採取し、バンクに提供するとい

うことで、社会的な意味も相当大きいと思われます。 

  また、３番目の認知症でございます。これは今年度から認知症未来社会創造セン

ターがスタートしましたように、この画像診断、あるいは、包括的な認知症の診

断・ケアについて、積極的に進めてまいりました。 

  例えば、ＭＲＩ検査の実績でございますけれども、平成３０年度は、１，４１９

例だったのが、令和元年度は１，５１２例と、約１００例程度増加しております。

また、こちらには記載しておりませんが、物忘れ外来も平成３０年度は２，０８１

例だったのが、令和元年度は２，３５３例ということで１５％程度増加しておりま

す。また、生活機能の維持や回復のための医療については、我々の方針が「治し支

える医療」ということで、単に治療するだけでなくて、生活を支えるという発想で

取り組んでおります。 

  フレイル外来では、フレイルや認知機能の評価を行い、ほとんどの患者さんに、

この認知症機能のチェックをしております。フレイル外来では平成３０年度に５０

０名程度の患者さんを評価しましたが、令和元年度では、５７４名と増えておりま

す。 

  また、高齢者のフレイルをサポートするためには、栄養が非常に大事でございま

すので、毎週毎週、管理栄養士が病棟に常駐し、高齢者がより適切に栄養をとれる

ように努力しております。 

  また、医療の質の確保・向上については、まだまだこれからでございまして、評

価としてはＢを書かせていただきました。ただ、高齢者の特性に合わせた適切な医

療の提供ということで、昨年度、特記すべき取組や看護師の専門能力向上のための

研修派遣事業などを計画的に推進しました。 

  例えば、高齢者看護エキスパート研修については他の都立病院を含め、昨年度は

公開講座に２９名が参加しました。また、高齢者看護スキルアップ研修についても、

院外含めまして２９名の方に受講していただき、私どものセンターのみではなく、

連携した様々な医療機関から参加していただく仕組みを創り、これが今年度もさら

に拡大していく予定でございます。 

  それでは、次のページをご覧ください。地域医療の体制の確保でございます。  

この救急医療については、評価Ａと書かせていただきました。救急患者数について

は、やや減少が見られ、平成３０年度は約９，７００名だったのが、令和元年度は

約９，６００名と、約１００名減りました。ただ、脳卒中の患者を扱うＳＣＵの稼

働は、平成３０年度の８０％から令和元年度は８５．６％と、５ポイント以上増え

ております。 

  また、当センターの救急医療の特徴は高齢者が多いということで、全国の救急搬
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送患者さんの６５歳以上の割合は７１．３％でございますが、当センターの割合は

９１．２％、それから、その右のグラフを見ていただいてお分かりだと思うのです

が、８０歳以上の救急が非常に多く、各年代２０％前後の症例があって、合計で８

０歳以上の救急患者さんが６３．２％を占め、困難かつ様々な病気を抱えた救急患

者さんの対応を行っているということでございます。 

  次に、地域連携の推進については、地域と連携した医療実施体制の整備を推進し

てまいりました。かかりつけ医の先生方に対して、迅速に入院経過報告を行う体制

を整備し、紹介患者数について平成３０年度が約１万２，９００名、令和元年度は

約１万３，９００名と、約１，０００名増加しております。 

  それから、地域の先生方と一緒に脳卒中地域連携パスを積極的に推進し、連携病

院が６病院から８病院に増加しております。また、前回、ご指摘いただきました地

域医療構想調整会議の議論を踏まえ、私どもは区西北部二次医療圏の他の病院に対

して、当センターとどういう連携を組むか、また、当センターに何を求められてい

るか、ニーズの把握のためアンケート調査を行う準備をしております。 

  ３番目の医療安全対策の徹底については、医療事故の情報の集約的分析、共有等、

医療安全感染防止対策の一層の強化に取り組んでおります。その中で、抗菌薬適正

使用支援加算を令和元年度に取得いたしました。 

  また、高齢者においては、転倒が、脳出血あるいは大腿骨骨折等に繋がり、寝た

きりになる可能性が高くなりますけれども、この転倒転落事故の抑制に向けた積極

的な取組を行っております。全国の病院の転倒転落の発生事故率が、０．４５％で

あるのに対して、当センターでは０．３６％と、約４分の３の割合になっておりま

して、患者の年齢を考えますと、看護師さんたちが頑張ってくれていると考えてお

ります。 

  最後に、患者中心の医療の実践・患者サービスの向上については、当センターで

は患者・ご家族の視点に立った医療の提供を心がけてまいりました。 

  その中で働き方改革の下に、医師の負担軽減のため、医師事務作業補助者の業務

の拡大に努めるとともに、患者サービスの向上に努めてまいりました。 

  この結果、ご意見箱では、当センターの入院患者さんの満足度が平成３０年度は

９１％、令和元年度は８９％と、若干減りましたが、外来の患者さんは平成３０年

度の８１％から令和元年度は８３％程度満足したというふうにお答えいただき、ほ

ぼ８５％から９０％ぐらいの患者さんは、当センターの入院治療・外来治療に満足

していただいているというデータでございます。 

○鳥羽理事長 研究について私からご説明いたします。４ページを御覧いただきたい

と思います。 

  まず、高齢者特有の疾患と老齢症候群を克服するための研究をＡとさせていただ

いておりますが、多くの研究の中でも、特に社会実装的な、役に立ちそうなものを
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挙げさせていただきました。 

  １番目のガングリオシドＧＭ２、これはテイ・サックス病という神経難病の病気

になっているものでございますけれども、これは乳がんが発現して悪性度といった

ものと関係していることが出ておりましたが、最も５年生存率の悪い膵臓がんの表

面に、このガングリオシドＧＭ２といったものがあって、それが膵臓がんの増殖、

浸潤、進行度、すなわち悪性度と関係していることを明らかにした結果であります。 

  これが表面にあるということで、今後、悪性度のマーカーとなるだけではなくて、

そこに何らかの光などを当てて、新しい浸潤がんでも治療のターゲッティングがで

きるようになり、社会実装への手がかりを開いたということで、難治性の膵臓がん

に対する新しい抗体療法も含めたモダリティを提供したということで評価をしてお

ります。 

  ２番目の咀嚼によって大脳の血流が増えると、認知機能の向上の作用を果たすと

いうことを示した基礎的な論文ですけれども、もともと噛んだり飲んだりするのが

弱くなることをオーラルフレイルと言って最近話題になっておりました。それらが

疫学研究では認知機能の低下と関係があることは既に示されていたわけですけれど

も、では、どうしてかということに対する一つの答えとして、噛むことによって右

側の図にありますように、咀嚼筋から大脳皮質を介してマイネルト神経核を通して

皮質や血管に働くということです。 

  このマイネルト神経核とは、アセチルコリンの分泌の核でありまして、全然違う

ですけれども、粗っぽく言うと、噛むことによって、アリセプトなどの認知症の薬

と同じ効果が脳の中で起きる、または一部の似たようなことが再現できる可能性が

あると、このようなことを明らかにしたというわけです。噛んだり咀嚼をイメージ

するだけで、このような脳の中の認知機能に対する、いわゆる神経伝達物質も含め

て脳血流を増やすということで、噛んだり、口のオーラルフレイリティの治療は重

要だということをより科学的に示しました。社会実装についての良いヒントを評価

し、Ａと評価させていただきました。 

  ２番目の地域の高齢者の生活を支える研究は、Ａ評価としております。認知症の

人のＱＯＬは非常に難しく、聞いても回答が得られず、信頼度も低いです。ただ、

それをご家族からの話だけで判断してよいかという問題もあって、両方から比較的

易しく、かつ同じ質問をする、日本語版ＤＥＭＱＯＬ、日本語版ＤＥＭＱＯＬ－Ｐ

ｒｏｘｙを作成しました。Ｐｒｏｘｙは代理人、すなわちご家族と本人に同じ質問

をして、どのぐらい一致しているかによって、認知症の人のＱＯＬをある程度正確

につかもうということであります。もちろん、進行した人では難しいわけですけれ

ども、これは世界で初めて、認知症の人とご家族がＱＯＬをどのように思っている

か、また一致しているかによって、その治療やケアが正しいかどうかを把握すると

いう試みで、良い試みだと思っています。 
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  その次の２番目はポリファーマシーについてです。多剤併用ですけれども、ある

薬がある薬を呼ぶといった形で、薬が増えていくというようなことを明らかにした

ものであります。 

  ３番目、これは非常に社会実装に有用なものでありまして、よくお一人様とか孤

独というのは非常に良くないのではないかと言われますけれども、右側の図にあり

ますように、独居でも社会的なネットワークの高い人は、一番左の濃い青の非独居

でネットワークの高い人とそれほど遜色なく、社会的なつながりがあれば、健康リ

スクが緩和されることを示しました。すなわち、大都会にあって、人のつながりを

どのように確保していくかということの方が、一人暮らしをどうするかというより

も、ずっと重要な施策になるということを示した、非常に役に立つ研究だと思いま

す。これは新聞報道もされまして、今後の都会生活における指針になるのではない

かと私は評価しております。 

  次のページですけれども、老年学研究におけるリーダーシップ、これはロボット

の導入はこれからでございますので、Ｂと評価しました。 

  次に、研究推進のための基盤強化ですけれども、これはＳ評価とさせていただき

ましたが、特許件数が６件から１３件に増え、また、公的研究費、これらも研究者

の皆さんが頑張ってくださり、９億８，０００万円程度と最高を記録したというこ

とを評価させていただきました。 

  最後に、ＴＲ部門についてです。医療と研究が一体となった取組の推進ですが、

これらは本来橋渡しで研究と医療、あるいは、社会への実装が一番重要なことです

けれども、研究成果といったものをより分かりやすく発表できるようなシステムを

構築したい。また、我々の認知症の研究や医療を、東京都の島しょ部等への認知症

支援として実施したり、また、先ほどのフレイルといった外来での知見を、介護予

防支援体制として東京都の区市町村職員に対して伝達したということで、評価をＡ

といたしました。 

  以上、研究部門について、お話しいたしました。 

  続いて、経営部門について、越阪部事務部長からお話しいたします。 

○越阪部事務部長 それでは引き続きまして、経営部門の説明をさせていただきます。

資料は６ページになります。 

  まず、１の高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成でございますが、主な取

組の記載にありますように、臨床研修医に対しましては、制度の見直しによる初期

臨床研修プログラムを変更すると共に、初期研修医のマッチング試験が過去最高の

５８名の受験者で、６．４倍の倍率となり、９名の初期研修医の選考を行ったとこ

ろでございます。 

  また、二つ目のポツですが、これは先ほど説明がありました高齢者看護エキスパ

ート研修ですが、今後とも院内の受講者を拡大して実施してまいりまして、地域の
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高齢者看護のスキルアップにつなげていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

  ２番の業務運営の改善及び効率化に関する項目でございます。効果的・効率的な

業務執行の取組としましては、一つ目のポツの医師の事務負担軽減について、医師

事務作業補助者を継続的に採用するとともに、初診患者の事前入力であるとか、あ

るいは、各種検査オーダーの入力など、医師事務作業補助者の業務実施範囲の拡大

を行ってきたところでございます。 

  次のポツのところで、有給休暇の取得月間をまず設定して、年次有休暇取得日数

の向上に取り組み、ほんの僅かではありますけれど、前年度に比べ１日の増加、９

日間の取得実績となっております。 

  その下、職員提案制度で提案がありました音声入力アプリを活用した議事録作成

として、業務の省力化を実施しているところでございます。 

  ②の法人運営を行うための体制強化についてでございますけれど、昨年度、大変

ご心配をおかけしました、施設基準や診療報酬請求の管理体制についてでございま

す。昨年８月から、毎月、保険指導顧問医の指導を仰ぐこととしていまして、保険

請求で毎月査定が行われていますが、この査定内容について分析を進めると共に、

カルテの適正な記載などに関する内部監査を、各診療科に現在進めているところで

ございます。また、施設基準のチェック体制につきましては、これも昨年度設置い

たしました施設管理基準部会におきまして、定期的に部会メンバーによる確認を行

うと共に、幹部職員、理事長等の決裁回付も行うように改善をしております。 

  ３番の財務内容の改善でございます。 

  ①の収入確保に向けた強化を図るため、主な取組の一つ目にありますとおり、診

療科別原価計算の結果を定期的に幹部会などの場面で報告するとともに、経営の外

部専門家を招聘しまして講演会を行うなど、職員の意識向上に取り組んでいるとこ

ろでございます。また、原価計算を基に各診療科に一定の経営改善に向けた具体的

な行動計画というものを作成させまして、収益改善に向けた取組も推進していると

ころでございます。 

  ②のコスト管理の体制強化につきましては、建物の総合管理など、委託業務の更

新に際しまして、業務内容の大幅な見直しを行うと共に、看護師の修学資金である

とか、あるいは、各種手当についても見直しも実施しているところでございます。 

  ４番目、法人運営におけるリスク管理でございます。 

  当センターは東京都の災害拠点病院という指定を受けております。大規模災害訓

練の災害対応力を高める取組として様々な訓練を積み重ね、万全を期しているとこ

ろでございます。また、この後、センター長から詳細のご説明がありますけれど、

今般の新型コロナウイルス感染症の対応につきましても、必要な感染予防対策を講

じた上で、東京都などの要請による感染の疑い患者の受入れであるとか、あるいは、
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地域の開業医の先生からのＰＣＲ検査の依頼に、積極的に応えているというような

ところでございます。 

  元年度の実績については、次の７ページの参考資料を御覧いただきたいと思いま

す。病院部門では、表１、入院患者と単価の推移ですが、カラーで示したグラフは、

赤が平成２９年度、青が平成３０年度、緑が令和元年度というような記載となって

おります。 

  入院患者数は、グラフ下の年度累計を御覧いただきますと、前年より約８，００

０人の減少となりました。ただ、入院単価については５万７，０００円台を確保い

たしまして、前年比約１，６００円の上昇ということになっております。 

  表２、外来患者につきましては、患者数は２月、３月がやや低調な時期でありま

した。前年を約５，０００人下回りましたが、こちらの外来についても単価はここ

３年順調に上昇しておりまして、１万２，８００円を超えて前年を上回ったという

ことでございます。 

表４が病床利用率でございます。前年度より残念ながら約４ポイント低下しまし

て８３％という結果でございます。 

  表５、平均在院日数につきましては、前年度より短縮をいたしまして、１２．４

日ということになっております。 

  表６が救急患者の総数、先ほども説明ありましたが、９，６６７人と、１万人を

下回ってしまっており、ここ数年は１万人をちょっと欠けるぐらいの形で、去年、

一昨年と推移をしております。 

  １枚めくっていただきまして、８ページ、こちらが研究部門でございます。 

  上の段の左側の表７でございます。学会・論文の発表数は、ここ数年高い値で推

移しておりまして、令和元年度は前年度を下回ったところではありますが、平成２

８年度の水準は超えており、水準以上の実績となってございます。 

  右側の外部資金の獲得は９億８，３００万円、研究者１人あたりが１，０００万

円を超えるということで、これも過去最高値を令和元年度は更新したということに

なっております。 

  下段になりますが、表９は科研費、表１０の受託研究等、経年の推移を記載して

おります。ご確認いただければと思います。 

  説明は以上でございます。 

○矢﨑分科会長 ありがとうございました。 

  それでは、早速、委員の皆様からご質問、ご意見を頂きたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

  大橋委員、何かありますか。 

○大橋委員 今、出されている評価について、ＳとかＡとかということについては、

経営部門に関しては、大きく違和感があるものは特にないですけれども、ただ今ご
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説明いただいた内容について、参考数値として資料６で頂いたものに関連して、幾

つかお尋ねをしても構わないですか。 

  まず、最後のページの項目１８のところですけれども、収入の確保に関しまして、

経常収支比率とか医業収支比率等を前年度と比べても数値が下がっていて、それか

ら、目標値よりも低いという状況があります。 

  それで、先ほども資料１でご説明いただいた中でも、入院とか外来について単価

は上がっているのだけれども、患者数が減っているという状況があるということで、

まず、その理由を伺いたいです。 

それから、今、頂きました資料１の中で７ページに月次の推移が出ているのです

が、例えば、表１とか表２でも１年を通じて比較的、特に入院患者については、毎

月去年と比べて人数が減っているという状況がある中で、収入減につながる可能性

がある入院患者等の実績に対してタイムリーに把握し、また、それに対して一体ど

のような体制を取られていたのかということを伺いたいです。 

  それから、同じく資料６ですが、項目１９でコスト管理の体制強化に関して、後

発医薬品使用割合が去年と比べても増えていますし、それから、目標値も上回って

いるという状況ですが、一方で、材料費対医業収益については、材料費の割合が去

年よりも、また目標値よりも上回っているという状態で、何がその材料費として増

える要因だったのかということと、それから、年間を通じてそれに対する対策を取

られていたのかということを伺いたいです。 

  最後に、同じく資料６ですが、ホームページアクセス件数が令和元年度は大分落

ち込んでいる印象があるのですけれども、センターの中でのいろいろな有益な情報

を発信しているということで、ホームページはとても重要な機能を果たしていると

いうことになるかと思うのですが、今回アクセス件数が減ってしまったことについ

て、何か大きな理由があれば伺いたいです 

○許センター長 私のほうからまず稼働率のことについて申し上げます。 

  幾つかの要因がございます。その中で一つ大きな要因が、実は内科系の神経内科、

膠原病・リウマチ科、それから、循環器内科等で、中堅医師が減ったということや、

それから、消化器内視鏡科の部長がアメリカの病院に引き抜かれまして、マンパワ

ーが不足したということでございます。 

  それから、二つ目の理由は、電子カルテの更新等、また特定共同指導、個別指導

でご指導いただいた結果、実は症例の重症度について、やや重症の症例比率が３

０％を切ったために、少し軽症の患者の入院を控えることで、施設基準を維持した

というのが、令和元年度の前半の状況でございます。 

  それから、通常は高齢者施設において、１０月の終わりから翌年の３月まででぐ

んとベッド稼働率が上がり、収入も上がるのですけれども、そこでお正月過ぎから

コロナの影響で、入院の抑制を行わざるを得ず、ベッド稼働率が落ちて収入が落ち
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たと感じております。 

  ただし、必要な外科手術等の数は、麻酔科の協力もあり、ほとんど落ちなかった

ために、逆に入院単価が上がったという結果になったと思います。 

  その後、コロナの落ち込みを踏まえましても、２％ないし３％ぐらいの稼働率の

低下は覚悟していたわけですが、最後のところで８５％までもっていけなかったと

いうのが今日の結果だと思います。 

  それから、材料費の高騰でございますけれども、一番大きな材料費の高騰は、恐

らく抗がん剤系統で化学療法科等、あるいは呼吸器内科等、高額の抗がん剤が最近

どんどん出てきておりますので、それがやはり合う患者さんについてよく効くとい

うことで、臨床のほうから要請があれば導入せざるを得ないというところでござい

ました。 

  また、外科系のほうでもカテーテルインターベンションの経カテーテル的大動脈

弁置換だとか、あるいは、その他のインターベンションにおいて、やはり高額の診

療材料を使うというところで、単価は上がるわけですけども、その分が全部材料費

として業者さんに持っていかれているようなところがございます。それで今回、鳥

羽理事長とも相談しまして、その辺の高額の診療材料や高額の薬剤について、見直

しを行おうということでございます。 

  そういうことで、私、病院長としまして、第１番目と第２番目にちょっとコメン

トをさせていただきました。 

○鳥羽理事長 大橋委員の懸念はもっともで、独法で不採算部門は都からの運営交付

金で賄うにしろ、それ以外はしっかりと独立採算制でできるような体制が取られて

いるにも関わらず、このように業績が悪化しているということは、まず、ガバナン

スが今まで弱く、従業員の意識が低かったと考えております。 

  私、杏林大学にもいましたし、国の国立長寿医療研究センターにいましたけれど

も、このような経営は初めてで、非常に悪いです。そのため、２月に各診療科長に

経営改善計画をプレゼンテーションさせて、令和２年度はどのような形で経営を進

めるかということを行ったところですけれど、まずは意識改革に努めます。 

  私も、令和２年度は勝負の年と思っていたところにコロナが影響し、少し遅れま

すけれども、大橋委員にご指摘いただいたとおり、より厳しく経営者として頑張り

たいと思います。ありがとうございました。 

○矢﨑分科会長 そのほかはいかがですか。 

○藍委員 ご説明ありがとうございます。 

  診療について２点ご質問したいのですが、直接、今回の評価には関わらないかも

しれないですが、ＮＳＴと、あと管理栄養士の病棟の常駐について、これは今年度

実現したということでよろしいですか。 

○許センター長 管理栄養士の常駐は、令和元年度からです。 
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○藍委員 これは、新規で管理栄養士さんを採用して常駐させたという形なのか、そ

れとも、もともと働いていた方なのでしょうか。 

○許センター長 特にこのために人員を増加したということはありません。栄養科で

働いていた人が、積極的に病棟に出ていくという形にしています。  

○藍委員 恐らく、これは栄養の部分というのは非常に大事な取組で、積極的な活動

がされることは喜ばしいことだと思います。 

  あともう一つは、医師事務作業補助者について、業務拡大で負担軽減とのご説明

でしたが、これも働き方改革として、今回の診療報酬改定でも大事なところだった

と思います。資料には、これは患者サービスの向上につながったというような書か

れ方をしているのですけども、具体的な業務負担軽減について、例えば、指標があ

るとか、また、指標はないにしても、先生方の印象などをお聞かせていただければ

と思うのですが。 

○許センター長 今まで医師事務作業補助を導入したあたりから、最近までそれぞれ

の診療科の先生方に医師事務作業補助の使い方をお任せしていたのですけれども、

それがゆえに医師事務作業補助がいる科といない科ができておりました。それに対

して、医師事務作業補助の中央管理ということで、複数の科、つまり、小さな科に

おいては複数科の面倒を見てもらうという形で、全科の先生方が医師事務作業補助

の支援を受けられるように調整いたしました。一番のポイントは、各科にお任せで

はなくて、医師事務作業補助のグループとして、どういう仕事をそれぞれ提供する

かということを中央管理したということが大きかったと思っております。 

○藍委員 ありがとうございます。あとすみません、もう１点いいですか。 

  研究のところで、健康長寿のイノベーションセンターの活躍があると思います。

これについて、結果が出ているところは非常にすばらしいと思うのですけれども、

実際のこのイノベーションセンターの活動について、実例を教えていただけますか。 

○鳥羽理事長 一番は令和２年度から創設しました認知症未来社会創造センターにつ

いて、画像のデータベースや、全病院のデータベース、コホートのデータベースな

ど、いずれも大きなデータをまとめてデータベースを作っていく仕事、それに関わ

る倫理的な問題の仕事、いわゆる、研究者だけでは解決できないような橋渡し的な、

あるいは医療倫理的なことに関する専門家を配置しております。今後のＡＩやＩＴ

を含めた医療革新について、このＨＡＩＣ（健康長寿イノベーションセンター）の

担当者がいたおかげで、都の産技研、あるいは、都立大学との連携を含めてスムー

ズに行うことができたというふうに思っております。 

  来週も国立長寿のロボット研と、今後の連携について調整してまいりますけれど

も、知的財産も含め、具体的にどのように進めていくかというような、連携の実務

を担当してくれております。これはあらゆる研究、例えば基礎研究の先ほどの特許

の関連の調整などについても、ＨＡＩＣの中で担当してもらっております。 
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○許センター長 もう一つ付け加えさせていただきますと、認定倫理委員会が彼らの

力によっていち早く構築されました。その結果、都立病院の幾つかの小児病院だと

か、松沢病院だとか、そういうところから倫理申請を受けて臨床試験を実施してい

くという形になったのも、彼らの力のおかげだと思います。 

  最近では、アビガンの治験について、本当は当センターは、第２種の感染症指定

病院ではございませんので、我々が中心になってアビガンの臨床試験を実施するの

はおかしいのでございますけれども、我々が中心になってプロトコルを作り、豊島

病院、あるいは、多摩総、自衛隊中央病院等に参加していただいて、今はアビガン

の治験を進めているところでございます。それも恐らくＨＡＩＣの人たちがいなけ

れば成立しなかったことだと思います。 

○越阪部事務部長 先ほど、ホームページのお尋ねに対して、お答えできていなかっ

たのですが、ホームページについては定期的、あるいは頻繁に更新は行っておりま

す。決して手を抜いているということはないのですけれど、何故ここまでアクセス

数が減ったのかという、詳細な分析はまだ出来ていないという状況です。ただ、い

ただいたご指摘を踏まえて、十分に検討をし、改善・回復できるように努めていき

たいというふうに思います。 

○鳥羽理事長 ホームページについては、かゆいところに手のとどくような受診案内

につながっているかどうか、また、研究部門では、自分の知りたいこと、新しいこ

とが分かるようなアトラクティブなコンテンツになっていないのではないかと思い

ます。それについては、コンテンツにどのぐらいアクセスがあったかを毎月算出し、

分析をしたいと思います。そういった広報のプロがおらず、今は事務の方頼りにな

っていますけど、分かりやすいホームページの仕組みを、今後導入していきたいと

思います。ありがとうございました。 

○矢﨑分科会長 時間が過ぎていますけど、永山委員から何か一言ございますか。 

○永山委員 ありがとうございます。 

  評価については私も特に異論はございません。ただ、今のお話に関連してですが、

これまで都民向けの講座を開くと非常に好評だったと伺っておりますが、このコロ

ナ禍で、どういった形で都民に対して情報を伝えようとされているのか、それはお

そらくホームページの話とも関連してくると思いますが、その辺りお考えが既にま

とまっているものがあるのであれば、教えてください。 

○鳥羽理事長 やはりホームページや電子媒体で伝えられることには、限界があると

思います。 

  では、いかに生の声を伝えられるかどうか、それはしっかりと感染予防の手順を

踏んで、ガイドラインなどを決めて、直接接していくようなことを研究部門でも既

に始めていまして、粟田研究副所長が、いわゆる社会学的な研究や方法に関しての

ガイドラインをいち早く作って、厚労省のほうにも紹介したところ、面白いとのこ
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とで、国のガイドラインの手本にもなるかもしれません。 

  やはり、生の接触が一番大切だと思いますので、その辺は感染予防に注意しつつ、

安全にできるようなことも考えております。 

○矢﨑分科会長 猪口委員、いかがでしょうか。 

○猪口委員 ご説明どうもありがとうございました。毎回、この実績報告を聞いても

すばらしいなと思っていますし、鳥羽理事長の意気込みも感じて本当にすばらしい

と思っています。 

  もし聞くとするならば、２ページの医療の質の確保のところが評価Ｂになってお

りますが、質というのは、ここに書いてあること全部の総合的なものが質なのかな

とは思うところがあるのですが、特に中核をなすのが医療安全や、それから、患者

サービスみたいなところが大きく扱われることは多いのですけれども、ここがＢ評

価になった理由があれば、教えていただければと思います。 

○許センター長 これは質が悪いという意味ではなくて、我々としてはもっともっと

やれると思っているわけでございます。その中で、やはり医療の質の中で、いろい

ろな医療過誤事例なども多少生じておりますし、それから、転倒・転落で先ほど総

数は世の中の標準より低いんと申し上げましたけれども、実はこの数字に書かせて

いただかなかった３ｂという、例えば、転んだときに大腿骨頭を骨折するだとか、

あるいは、頭を打って脳出血を起こすだとか、そういうことがやはり世の中の標準

よりも２倍弱生じているという現状もございます。絶対数は減っているのですけれ

ども、そういう事故等でもう少し工夫したいと考えております。 

  それぞれの領域でもっともっとできることがあると、みんな思っているものです

から、まだ満足していないということで、これはどこまで行っても満足できるもの

ではございませんけれども、私どもとしては、まだまだ医療の質は向上させられる

と思い、自らを律するためにＢ評価とさせていただきました。 

○猪口委員 そうですか。ありがとうございました。 

○矢﨑分科会長 ありがとうございました。 

  時間も過ぎましたので、これで法人からのご報告は終了させていただきます。 

  今日はご出席、誠にありがとうございました。ご苦労さまでした。 

 

（健康長寿医療センター 退室） 

 

○施設調整担当課長 この後、席の準備をさせていただきます。少々お待ちください。 

○矢﨑分科会長 それでは、審議事項に移ります。事務局から資料の説明をお願いし

ます。 

○施設調整担当課長 それでは、ご説明させていただきます。 

  お手元にあります資料４、令和元年度の業務実績評価（案）の概要、横向きのも
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のになります。それから、資料５の業務実績評価書（案）、資料６の令和元年度の

業務実績に係る参考値一覧、こちらも併せてご参照いただければと考えております。

よろしくお願いいたします。 

  それでは、資料４を中心にご説明させていただきます。資料４の１ページ目を御

覧ください。 

  初めに、例年どおりではありますが、ローマ数字Ⅰ、業務実績評価の方法につい

てご説明させていただきます。 

  今回、お示しさせていただいている評価案ですが、こちらは評価委員の皆様から

ご意見を頂き、頂いた意見を参考に知事が評価を決定いたします。評価委員の皆様

から頂きましたご意見につきましては、意見書という形で取りまとめ、評価書に添

付させていただくという形で、一昨年度から行っております。この業務実績評価書

（案）の作成にあたりましては、各委員の皆様に事務局との間で１回または２回の

ワーキングを事前に開催させていただき、ご意見を頂戴しております。お忙しい中

ご協力を頂きまして、ありがとうございました。 

  続きまして、評価の基準ですが、１枚目のⅡ、項目別評価（案）概要の右側の中

ほどに、米印で評語という部分があります。従来どおり、Ｓ～Ｄの５段階の評価で

行っております。中期目標、中期計画に基づいた年度計画の達成度や進捗状況によ

り評価を行います。各評語は御覧のとおりですが、Ｓが年度計画を大幅に上回って

実施、Ａが年度計画を上回って実施、Ｂがおおむね順調に実施といった基準になっ

ております。 

  項目別の評定状況につきましては、全部で２０項目の評価をしており、令和元年

度の評価（案）につきましては、評定集計の網掛け部分にありますとおり、Ｓが２

項目、Ａが８項目、Ｂが１０項目となっております。 

  それでは、２ページ目以降で個別の評価（案）についてご説明させていただきま

す。 

  評価のポイントとしましては、新たに取り組んだ事項、継続した取組の中で変化

があった事項、もしくは、取組を継続することにより体制整備の充実が図られた事

項などを主に取り上げさせていただいております。 

  それでは、２ページ目に移っていただき、次の３ページ目にわたる９項目が、病

院部門に関する評価となっております。 

  それでは、１項目目、血管病医療です。こちらは心疾患、または脳卒中などの血

管病医療に関する急性期患者の受入れ、負担の少ない低侵襲な医療の提供などを評

価する項目になっております。 

  資料に記載されている内容ですが、丸印は、主にセンターからの業務実績等報告

書の記載内容や、ワーキングで調整させていただいたご意見を踏まえ、各評定項目

中の主な取組について記載しております。矢印部分が本項目の評定（案）の内容を
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説明した部分になります。取組内容につきましては、センターからの業務実績等報

告書概要の説明と重なるところがありますので、矢印の評定（案）の内容を説明し

た部分、それから、評定（案）を中心にご説明させていただきます。 

  それでは、改めて血管病医療についてですが、こちらにつきましては、ハイブリ

ッド手術室を活用した低侵襲な治療や、ＳＣＵを活用した急性期の脳卒中患者への

適切な医療の提供を踏まえ、高齢者の多様な症例に対して低侵襲で効果的な治療の

提供に努めたということで、本項目の一番上に評定（案）を記載しておりますが、

Ａ評定としております。 

  続きまして、２項目目、高齢者がん医療です。こちらは高齢者に配慮した高度

かつ低侵襲ながん治療や、がん診療に関する相談、緩和ケアなどを評価する項目

となっております。矢印部分を御覧いただき、低侵襲な診断や治療を実施してい

ること、がん相談支援センターにおいて、院内外のがん患者や家族等からの相談

対応を継続して実施していることなどから、がん医療の充実を図ったことは高く

評価できるということで、Ａ評定としております。 

  ３項目目、認知症医療です。こちらは認知症の診断法、治療法の開発や地域に

おける認知症医療の体制の強化、適切な認知症医療の提供などを評価する項目で

す。矢印部分を御覧いただき、高度な技術を活用して、早期診断の推進及び診断

精度の向上を図っていること、地域の人材育成や地域連携の推進に努め、地域に

おける認知症対応力の向上に貢献していることは高く評価できるということで、

Ａ評定としております。 

  ２ページの右側４項目目、生活機能の維持・回復のための医療です。こちらは急

性期患者への適切な医療の提供や、高齢者に特有な疾患への専門医療、入退院支援

などを評価する項目となっております。矢印部分ですが、急性期患者、重症患者の

積極的な受入れ、適切な急性期医療の提供、入院時から退院後を見据えた退院支援

を行い、退院後の生活の質の確保に努めているということで、Ａ評定としておりま

す。 

  ５項目目、医療の質の確保・向上です。こちらはスタッフの専門性の向上やクリ

ニカルパスの活用による質の確保、医療の質の評価の検証などを評価する項目とな

っております。矢印部分ですが、クリニカルパスの分析・検証により、医療の標準

化・効率化を図っていることや、診療実績や臨床指標等を公開していることから、

目標をおおむね着実に実施していると考えております。今後も医療の質の客観的な

評価・検証を行うなど、より質の高い医療の提供に努めてほしいということで、Ｂ

評定としております。 

  ６項目目、救急医療です。こちらは東京都地域救急医療センター、二次救急医療

機関としての役割を踏まえて評価をする項目となっております。矢印部分ですが、

救急患者の受入体制の強化や、救急医療に関わる医師、看護師の育成などに引き続
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き取り組んでいること、また実績についても、昨年度より若干減っておりますが、

９，６６７人の救急患者の受入実績があり、都民が安心できる救急医療を提供して

いるということで、Ａ評定としています。ただし、救急患者の断り率を見ますと、

一番下段にも書いてありますが、増加傾向にあるので、断らない救急の一層の推進

に向けて患者の断り率の低下に努めてほしいとの意見を付しているところです。 

  続きまして、３ページ目を御覧ください。 

  ７項目目、地域連携の推進です。こちらは地域医療機関等との患者情報の共有や、

地域の関係機関等と連携した入退院支援を評価する項目となっております。矢印部

分ですが、かかりつけ医紹介窓口の周知に努めるなど、逆紹介を推進していること。

地域の関係機関等と連携した入退院支援などの取組を進めております。その結果、

逆紹介率につきましては目標値を超えるなど、一定の成果が出ている一方で、紹介

率については６５．２％と、目標値にはまだまだ達していない状況となっておりま

す。紹介率の向上など、さらなる地域連携の強化に向けて取り組んでほしいという

ことで、Ｂ評定としております。 

  ８項目目、医療安全対策の徹底です。こちらは医療事故の防止対策並びに院内の

感染防止対策の実施状況などについて評価する項目となっております。矢印部分で

すが、医療安全管理委員会を中心とした医療安全の管理体制の強化、医療事故、感

染症の防止対策などを進めております。ただ、ワーキングや、昨年度も委員の皆様

からご意見を頂いたところですが、院内感染対策研修会等の参加率がいまだ１０

０％に達していないなど、研修参加の徹底を図る必要があること、また、転倒・転

落事故防止につきましても、発生率が目標値に達しておらず、さらなる取組を進め

てほしいということで、Ｂ評定としております。 

  ９項目目、患者中心の医療の実践・患者サービスの向上です。こちらは患者・家

族からの相談体制や接遇、患者ニーズを踏まえたサービスの改善などを評価する項

目となっております。セカンドオピニオン外来の周知、ご意見箱への投書や患者満

足度調査の結果を踏まえた患者ニーズへの対応、サービス向上など、年度計画に沿

った取組を実施しているところです。引き続き、患者満足度の向上を目指した取組

と取組状況の検証を行ってほしいということで、Ｂ評定としております。 

  以上が病院部門の評価項目になります。 

  続きまして、４ページ目からの５項目、こちらは研究部門になります。 

  １０項目目ですが、こちらは重点医療をはじめとする高齢者の特有な疾患に関す

る研究や、サルコペニア、フレイル等の老年症候群の克服に向けた研究を評価する

項目となっております。矢印部分ですが、咀噌をイメージするだけで認知機能に重

要な大脳皮質血流を増加させることや、運動習慣が骨粗懸症等の予防に有効である

メカニズムを明らかにしたこと、これら多くの高齢者の生活を支えるための成果が

得られたことは大いに評価できるとして、Ｓ評定としております。 
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  １１項目目、こちらは高齢者の社会参加やフレイル予防、認知症などの疾患を抱

える高齢者の方の地域における生活の支援などに関する研究を評価する項目となっ

ております。フレイル予防や認知症支援体制に関する研究、また、多剤処方の実態

調査を実施し、得られた成果の普及・還元に積極的に取り組んだということで、Ａ

評定としております。 

  続きまして、４ページ目の右上１２項目目、老年学研究におけるリーダーシップ

の発揮を評価する項目です。こちらにつきましては、自治体や研究機関との連携を

強化し、研究を実施していること、ブレインバンクがこの項目に含まれていますが、

リソースを着実に蓄積し、国内外の研究に広く活用されているということで、Ａ評

定としております。 

  １３項目目、研究推進のための基盤強化と成果の還元を評価する項目になってお

ります。こちらにつきましては、平成３０年度に研究支援組織として立ち上げた

「健康長寿イノベーションセンター（ＨＡＩＣ）」の研究を推進する基盤を強化し、

外部資金獲得金額が過去最高を更新したほか、特許の新規申請数の実績を大きく伸

ばすなど、基盤強化の結果を迅速に出していることが高く評価できるということで、

Ｓ評定としております。 

  続きまして、１４項目目、医療と研究が一体となった取組の推進を評価する項目

です。医療と研究が一体となった取組、いわゆる、トランスレーショナル・リサー

チを推進するために、実用化研究の重点支援を行ったこと、医療・研究の一体的取

組により培った知見等を生かし、都の認知症及び介護予防施策に貢献していること

が高く評価できるということで、Ａ評定としております。 

  以上の５項目が研究部門になります。 

  続きまして、５ページ目に移りまして、経営部門の６項目です。 

  １５項目目、高齢者の医療と介護を支える専門人材の育成です。こちらは地域の

専門人材や次世代の専門人材の育成を評価する項目となっております。地域の訪問

看護師への支援を通じて地域の専門人材の育成に取り組んでいること、学生の受入

れを行っているなど、目標に沿った取組を進めているところです。今後も地域の医

療・介護人材の育成に更に取り組んでほしいということで、Ｂ評定としております。 

  １６項目目、地方独立行政法人の特性を生かした業務の改善・効率化です。こち

らは地方独立行政法人としての自立性を発揮した運営や、働きやすさに配慮した職

場環境の整備、プレゼンスの向上などを評価する項目となっております。矢印部分

ですが、医療戦略室を中心として、今後の病院経営を見据えた経営戦略を検討して

いること、また、職場提案制度等を活用した業務改善を図るなどの取組を行ってい

るところです。今後も経営分析の結果を活用して、更なる業務の効率化に取り組ん

でいただく必要があることから、Ｂ評定としております。 

  １７項目目、適切な法人運営を行うための体制の強化です。こちらでは内部統制
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の実施や運営の透明性、健全性の確保、法令遵守・倫理の徹底などを評価する項目

となっております。矢印部分ですが、コンプライアンスの強化や研究倫理の徹底な

ど、計画に沿った取組をしているところです。内部統制の強化については継続して

取り組んでいく必要があることから、Ｂ評定としております。 

  続きまして、１８項目目、収入の確保です。病院部門におきましては、患者の確

保や新たな施設基準の取得、研究部門においては、外部資金の獲得額が過去最高を

記録するなど、取組が実施されているところですが、一方で、医業収入については

前年度より減少していることから、主に医業収入の一層の確保に努めてほしいとい

うことで、Ｂ評定としております。 

  １９項目目、コスト管理の体制強化です。材料費や医薬品費の抑制に向けた取組

や、診療科別の原価計算の分析による収支改善等に取り組まれているところです。 

  コスト管理自体は地道に取り組んでいく必要があると考えておりますが、更なる

収支改善が必要であるということで、Ｂ評定としております。 

  ２０項目目、法人運営におけるリスク管理の強化です。こちらは情報の管理体制

や職員の健康管理、職場環境の確保、災害時や非常時を想定した管理体制を評価す

る項目となっております。矢印部分ですが、情報セキュリティーや個人情報の保護

について、研修や訓練等を通じ、職員の意識向上を着実に図っているところです。  

引き続き、安定的に業務を行うためには、組織全体での取組を求めていきたいとい

うことで、Ｂ評定としております。 

  以上ご説明しましたのが、項目別の評価になっております。これらをまとめたも

のが全体評価という形になっておりまして、こちらにつきましては、資料５、業務

実績評価書（案）を御覧いただければと思います。 

  業務実績評価書（案）の３ページを御覧ください。一番上に総評といたしまして、

令和元年度は、全体として年度計画を順調に実施しており、おおむね着実な業務の

進捗状況にあるという形で記載をさせていただいております。 

  その下に、高く評価すべき事項と、改善・充実を求める事項を記載しております。 

  高く評価すべき事項として、病院事業に関しましては、三つの重点医療について、

高度な技術を活用した鑑別診断や低侵襲な治療に努めたということで、こちらは主

に項目別評価の項目１から項目３を踏まえた記載とさせていただいております。 

  ２点目につきましては、救急医療から在宅医療に至るまで、地域の医療機関等と

の連携に基づき、高齢者が地域で安心して生活できるよう医療体制を強化したとい

うことで、こちらは主に項目４と項目６をまとめて記載させていただいているとこ

ろです。 

  続きまして、研究事業に関してですが、１点目が項目１０に関して、２点目が項

目１１に関して、いわゆる、自然科学系と社会科学系のそれぞれの記載になってお

ります。項目１０の評定案をＳ評定としていることを踏まえまして、その研究内容
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のうち、ワーキング等において、委員から特に評価の高かったものについて記載を

しております。 

  それから、研究事業の３点目につきましては、項目１３についての記載をしてお

ります。研究支援組織において迅速に成果を出している点についての記載をしてお

ります。 

  それから、その下、改善・充実を求める事項ですが、項目１８から項目１９に関

し、大橋委員からもご指摘がありましたが、医療収支比率等が悪化していることな

どから、収支の改善を求めるほか、人材育成など、経営基盤の更なる強化に取り組

むことを求めております。 

  次に大項目の２つ目、都民に提供するサービス及びその他の業務の質の向上に関

する事項、それから、５ページの大項目の３つ目、法人の業務運営及び財務状況に

関する事項につきましては、項目別評価でご説明した内容と重複しますので、こち

らの説明は省略させていただきます。 

  そして、最後の６ページになりますが、その他ということで、中期目標・中期計

画の達成に向けた課題、法人への要望などを記載しております。 

  １点目は、令和２年度は、第三期の中期目標期間の３年目ということで、第三期

中期計画に基づき、地域の医療機関等と連携を図りながら、積極的にその役割を果

たしていく必要があるということ。それから、２点目として、社会状況を踏まえな

がら、都における高齢者医療・研究の拠点として、その役割を着実に果たすととも

に、目標達成に向けた一層の発展を目指して職員一丸となって取り組むことを期待

するとまとめさせていただいております。 

  そして最後に、資料４にもう一度戻っていただきまして、主な指標の推移と財務

内容についてご説明させていただきたいと思います。資料４の６ページ目を御覧く

ださい。各指標につきましては、法人からの報告と重複する部分もありますので、

簡単にご説明させていただきますが、まず入院に関する指標です。入院単価が伸び

ておりますけれども、１日の平均入院患者数は減少しているということ。外来につ

きましても単価は伸びておりますけれども、患者数は若干減っている状況にござい

ます。平均在院日数につきましては変動がありつつ、ここ数年はおおむね同水準、

病床利用率につきましては、昨年度に比べて減少している状況です。 

  逆紹介率につきましては、増加傾向にあった後、現状、横ばいというところです

が、紹介率につきましては下がってきている状況にあります。 

  それから続きまして、７ページ目、救急の患者数ですが、おおむね同水準で推移

をしておりますが、先ほどもご説明しましたとおり、断り率につきましては増加傾

向という形になっております。 

  満足度の推移といたしましては、おおむね同じような傾向にあり、外来の患者満

足度につきましては若干上昇基調にある形になっております。 



 22 

  左下、外部研究資金獲得につきましては、件数、金額共に引き続き高い水準を維

持しているということ。 

  論文・学会発表数につきましても、昨年と比べると減っておりますが、引き続き

高い水準が維持されているものと考えております。 

  そして最後に、８ページの財務諸表でございます。 

  財務諸表を４つ載せておりますが、まず一番右側の損益計算書、収支状況を示し

ておりますが、ここの右下の当期総損失のところですが、総損失が１０．４億円の

マイナスとなっております。平成３０年度につきましては、臨時損失６．２億円を

含んで全部で１１．３億円のマイナスだったということから、平成３０年度はこの

影響を除きますと、赤字額は５．１億円。これと比較いたしまして今年度は１０．

４億円のマイナスになっておりますので、約５億円収支が悪化している状況になっ

ております。その主な理由として、上に吹き出しが出ておりますが、経常収益が５．

１億円のマイナスとなります。その主な理由としては、医療収益の減が約４億円と

いうところが大きな理由になっております。 

  費用につきましては、前年とそれほど変わらない傾向です。減価償却費が１９．

２億円、費用の１０％を占めている状況です。 

  続きまして、左側の財政状況を示す貸借対照表のところですが、一番左側の流動

資産につきましては、有価証券の取得、営業収益の減少などを主な理由として、現

預金が１１．１億円の減となっております。 

  固定資産につきましては減価償却等による減、固定負債は長期借入金の返済によ

る減少が主な理由となっております。 

  貸借対照表の右下の繰越欠損金ですが、損益計算書でご説明した当期総損失１０．

４億円が、全て繰越欠損金という形で処理される形になっておりまして、累積額が

２６．９億円の欠損金を計上している形になっております。 

  ８ページの左下、資金の収支状況を示すキャッシュフロー計算書ですが、現金及

び預金の期末残高が前年度３３．３億円に対し、令和元年度は２６．１億円、７．

４億円の減になっております。要因としては、医業収入の減などによるものです。 

  一昨年度、昨年度と、期末残高の減少が続いておりますが、現金及び預金は５１．

１億円を総額で確保しており、運営には支障のない範囲になっているところです。 

  最後に、行政サービス実施コスト計算書です。こちらは実質的に住民等が負担す

るコストを概念的に計算したものです。 

  損益計算書上の費用１９６．７億円から法人の自己収入等１３９．４億円を控除

したものが、業務費用５７．３億円になっておりまして、ここに実質的に都が負担

している機会費用１．７億円を加えたものが、行政サービス実施コストの５９．１

億円になっております。 

  以上、業務実績評価（案）並びに関係指標、財務諸表につきましてご説明をさせ
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ていただきました。 

  以上でございます。 

○矢﨑分科会長  ただいまの業務実績評価（案）、それから、業務実績評価書

（案）、特に総評の部分、それから、最後の財務諸表の３点あると思いますが、

ご意見はございますでしょうか。 

  法人の自己評価と、この委員会の評価で、一つは項目１０の高齢者特有疾患の

研究と克服に向けた活動ということで、法人の自己評価はＡだったのですが、委

員の皆さんの意見はＳかＡプラスという評価だったので、我が国でこういう高齢

者を対象とした研究というのは極めて少なく、健康長寿医療センターが担う役割

は大きいので、私としても頑張っていただきたいという意味で、Ｓ評定がよろし

いのではないかと思いましたが、いかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○矢﨑分科会長 ありがとうございます。そのほかにいかがでしょうか。財務諸表

を含めてですね。猪口委員は、このあたりは詳しいのではないでしょうか。でも、

十分キャッシュフローというか、手持ち資金は十分に確保されている。 

○猪口委員 現状キャッシュフローで回っているわけですから、今後に期待するとこ

ろなのでしょうが、鳥羽理事長が檄を飛ばしたのは、これを見ると、「ああ、そう

いうことだったのか」という感じがしますね。このままだとどんどん欠損金が増え

ていってしまいますので、そういうところに問題意識を持たれているのだと、今、

これを見て分かりました。 

  結構、頑張っているのではないかと思っていたのですが、鳥羽理事長が檄を飛ば

す理由は、やっぱり、このじりじりと欠損金が増えていっている感じが、そこの気

持ちが出ていたのだろうなと思って見ました、これは。 

○矢﨑分科会長 ありがとうございます。 

  でも、今年はコロナで経営が厳しいのではないかと思いますね。 

○猪口委員 そうですね。 

○矢﨑分科会長 コロナによる減収は、東京医科大学では４月、５月で３０億ぐらい

例年に比べると減少しているので、非常に経営が厳しくなっております。 

○矢﨑分科会長 そのほか、いかがでしょうか。 

  大橋委員、いかがでしょうか。 

○大橋委員 まず財務のところについては、今、猪口委員がおっしゃったことと全く

同じ意見でして、繰越欠損金の半分弱ぐらいが今期の総損失から出ていることと、

あと、キャッシュフロー計算書の期末残高、キャッシュフロー計算書の期首残高を

比較しましても、現金。預金の減少分は当期の医業収益の減少分に近い金額なので、

やっぱり、医業収益の減少の影響が大きく、コロナの影響が大きいということは当

然あると思いますが、一つ、救急の応答率が下がっていて、それがコロナの影響で、
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例えば病院のベッドを空けておくとか、やむを得ない理由があるのであればいいの

ですが、それ以外の要因があるのであれば、医業収益の確保という面で問題があり、

そこが気になっているところです。 

  あと、財務のところではないのですが、一つお尋ねしても構いませんか。先ほど

項目１０については、法人の自己評価Ａから評定Ｓということで、ここは先ほどの

センターからの説明を伺っていて、面白い研究で全く違和感はありません。ただ、

項目１２で法人の自己評価Ｂのところを評定Ａに上げている部分について、あくま

でも数字ベースだけで見ると、計画を上回って実施している状況が必要と思われま

すが、資料６の参考値一覧で項目１２の数値を見ますと、実績数値の去年との比較、

目標値との比較を含め、法人の自己評価を上げるようなポジティブな要素がいくつ

あるかというと、去年と比較して上がっているものもあるのですが、微妙に上がっ

ているぐらいのレベルで、積極的に法人の自己評価ＢからＡに上げた理由が、いま

一つよく分からないところがあるので、そこをお尋ねしたいということが１点です。 

  あと、もう一つはちょっと細かい点で申し訳ないのですが、先ほどセンターの説

明の中で、項目１９のコスト管理の体制強化のところで、看護師修学資金などの手

当の見直しを実施というのがあり、一方で、項目１５に専門人材の育成ということ

で、看護師さんについても育成というのは重要です。この修学資金の手当は、ある

意味、手をつけやすいところではあるのですが、専門人材の育成という、一方で非

常に重要な面がある中で、この手当の見直しが気になっていまして、その内容を業

務実績評価書（案）の中で書くほどのことではないのですが、これはあくまでも少

し気になっているレベルで、目的としている看護師を含めた専門人材の育成と看護

師修学資金の見直しが矛盾する動きになっていないかということが気になっていま

す。先ほど、センターに聞けばよかったのですが。以上です。 

○施設調整担当課長 ありがとうございます。 

  まず１点目の項目１２、老年学研究におけるリーダーシップの発揮というところ

ですが、法人の自己評価はＢになっておりますが、昨年度の評価結果につきまして

は、Ａになっております。 

  法人の自己評価と比べてといいますか、これまで行ってきた評価と比べて同程度

であったか、それ以上であったかというような考え方を、どちらかというと取って

おります。項目１２につきましては、参考指標一覧のところにもありますとおり、

目標値につきましては、論文発表数、学会発表数、それから、科研費の新規採択率

を主な目標にし、それに加えて、それぞれ参考指標といたしまして、ブレインバン

クの活用状況であったりですとか、共同研究の実施件数などを参考に見ている形に

なっております。 

  この中で大きく減っているものというのが、論文発表数と学会発表数になってお

りますが、いずれの指標につきましても、目標値と比べますと、大幅に上回ってい
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る中での減少になっておりまして、指標の推移で見てみますと、昨年度よりも下が

っているところはありますが、目標値との関連で、これをもってＡ評定からＢ評定

とするかというと、目標値から見ますと、引き続きＡ評定が妥当ではないかという

ことで、Ａ評定の案とさせていただいているところです。 

  それから、２点目の看護師の修学資金の手当は、実績が出ていないので内容を見

直していると思うのですが、どちらかというと、その専門人材の育成というよりは、

人材の確保、看護師の確保に資するような手当だったのではないかと思っておりま

すが、きちんと確認をさせていただいた上で、次回の分科会でお答えさせていただ

ければと思います。 

○大橋委員 ご説明ありがとうございます。 

  大きく違和感があるということではないのですが、一つ、今さら言うのはあれで

すが、目標値の設定がこの数値で妥当なのかということとも絡むかと思うので、項

目１２というのは、老年学研究におけるリーダーシップの発揮ということで、その

リーダーシップを発揮するということにおいて、論文発表数、学会発表数は、まさ

しくそのリーダーシップが表れるものだと思うので、やはり去年と比べて数値が落

ちているということが気になるというのはあります。 

  ただ、あくまでも評価が目標値との比較も含まれるということなので、ご説明い

ただいたことについても、納得できないとか、そういうレベルではないです。補足

程度です。 

○猪口委員 僕はこの評価委員会の委員としての任期が少ししかないので、今の評価

の目標値の設定の話に関連して話をさせていただきますと、僕もそのワーキングの

中で説明を受けて、評価をするに当たって、これもかなりずっと毎回毎回言ってい

るような話なのですが、指標の評価が非常にしづらい。断り率というものが何を母

数としているのかもちょっとよく分からない。 

  センターの場合、救急車で運ばれてくる患者だけじゃなくて、ウォークインの患

者も受け入れている。ウォークインの患者さんをもし断っているとしたら、あまり

よろしくない話だと思うし、救急車の患者さんだけで断り率が十何％といったら、

既に相当優秀ですよ。都内の応需率自体が７０％前後ですから。 

  この指標自体が世間一般の指標と比べられない、要するにベンチマークになって

いない。ほかと比べられないような指標がかなり多いので、医療界水準の指標に直

してもらいたい。 

  そして、ターゲットとなるような病院の指標を、分科会の場に出す必要はないけ

れども、少なくともワーキングあたりで評価するときには、ほかの病院の指標も出

して、しっかりベンチマークとして比べられるようにしてもらいたいと思います。 

  それから、例えば、原価計算をして、経営改善に向けた取組をしているというの

であれば、その原価計算の中でどの診療科のどんなところが良くないのか、診療科
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ごとにやっているのであれば、その浮き沈みもしっかりと見えていて、例えば、こ

の三大重点医療の中にものすごく影響を与えているのであれば、資金をかけて結果

を出したらすごいいい話になるのか、ならないのか、そういうこともあるじゃない

ですか。 

  いろんな項目を評価するには、僕は評価委員としてはこの８年間非常に苦労した。

評価しづらいのですよ。だから、そこの部分をちょっと改善していただきたい。い

ろいろ言っていたものの蓄積はあると思いますので、少なくとも世間相場と比べら

れるような評価指標にしてもらいたいと思います。 

  以上です。 

○矢﨑分科会長 次の評価指標を作るときには、今のお話も含めてしっかり対応して

ほしい、ベンチマークを取るにしてもセンターは、高齢者を専門に扱っているとい

うことで、一概に比較は難しいかもしれませんが、比較できるところはしてほしい。 

  ただ、猪口委員がおっしゃったように、とにかく目標値をしっかり出せとずっと

言われてきて、参考値一覧で見ても分かるように、当初は目標値が設定されていな

かったが、随分、目標値として設定されてきたのは、やはり猪口先生が言い続けた

結果であり、随分整ってきたし、比較しやすい目標値が設定されてきたと思います

が、もう一歩進めて標準化された目標値に近づくように、これからの検討課題とし

てお願いしたいと思っています。ありがとうございました。 

  そのほか、いかがでしょう。 

  はい、どうぞ。 

○高齢者施策推進担当部長 ご意見ありがとうございます。 

  私たちもやはり評価をどのように実施するのか、非常に難しい印象を持っており

まして、今お話がありましたような目標値が、今の目標値が妥当かどうかというこ

とと、あと、ＡＢ等のこの評定についても、どうであればＡとか、どうであればＢ

という、そこのところも難しい点です。また、高齢者医療という特殊性もあります

ので、難しいのは当然だと思うのですが、なるべく皆さんが納得しやすいようなも

のにするという努力は続けていかないといけないと思っておりますので、引き続き

検討させていただきたいと思います。 

○矢﨑分科会長 ＡとＢの評定については、前年度の実績との比較だけで行うと、相

当頑張ったとしても前年度以上の評価はつかないということになってしまいますの

で、やっぱりスタンダードの目標値というのが重要になりますので、そのような視

点から目標値を定めていただければ大変ありがたいと思います。 

  一応、数値はしっかりとセンターから出していただけるようになりましたので、

これをどういうふうに評価するか、評価基準を考えていただければと思いますので、

よろしくお願いします。 

  そのほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ、お願いします。 
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○藍委員 ２点ほどよろしいでしょうか。 

  研究部門の項目１３のＳ評定について、先ほどセンターにお伺いして、ある程度

納得したのですが、加えてコメントさせていただきます。この項目は、本来はもう

少し伸びしろがあるのかなという期待値もあり、個人的にはそれこそＡプラスとい

う評定はないですが、ＡなのかＳなのかというところのボーダーラインかなと感じ

ています。どこが評価のピークなのか、判断が難しいところですが、令和元年度は

イノベーションセンターが発足してまだ１年目なので、恐らくもう少し伸びてくる

のかなと。例えば、東京医科歯科大学にイノベーションセンターができて、実際に

実績が出てきたのが３年目、４年目あたりだったということもありましたので、１

年目にロケットスタートが切れているのは非常にすばらしいと思いますが、この先

も見ていきたいと思います。 

  あともう１点、項目１８の収入の確保についてですが、先ほどのセンターの話を

伺うと、収入減の理由のうち、かなりのウエートが、要は医師が抜けて結局病床が

埋められていないということなので、結果的に収入が落ちているとすると、医師な

いしは看護師なり、人の確保をしっかりやっていただくことを求めなければいけな

い。恐らく当然分かっていらっしゃるとは思うのですが、そこをコメントしなけれ

ばいけないと思います。 

  鳥羽先生のあの勢いで、なかなか付いていくのは難しいかもしれませんが、ただ、

管理者としてはしっかり管理するという体制は必要でしょうし、それに対して部下

である職員が応える必要もあるかと思いますので、その点は求めてはいかがかと思

います。 

○矢﨑分科会長 ありがとうございます。 

  病院の収支というのは、院長、あるいはトップの考え方で随分変わってきます。

院長が変わった途端に非常に業績が良くなったとか、そういうところがありますの

で、単に医師の状況だけじゃなくて、病院全体の経営方針というのをしっかり立て

るというのは大事なことです。そういう意味ではセンターの収支の改善が期待でき

るかもしれないということだと思います。ありがとうございます。 

  そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、本日いろいろとご意見を頂きましたが、７月２７日に開催する第２回

目の分科会で最終的な答申を行います。資料５になります。その案を最終的に決め

ないといけません。大変恐縮ですが１週間しかありませんが、もしご意見があれば、

来週の水曜日までに事務局に提出していただいて、頂いたご意見を事務局で取りま

とめまして、７月２７日の第２回分科会で意見書として最終的に決定したいと思い

ます。何とぞよろしくお願いいたします。 

  審議事項は以上ですが、続いて、事務局から今後のスケジュールをお願いします。 

○施設調整担当課長 それでは、資料７を御覧ください。 
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  今後のスケジュールにつきましては、今、矢﨑分科会長からほとんどご説明をい

ただきましたが、２７日に第２回の分科会を予定しております。 

  席上にご意見をお書きいただく様式をお配りしておりますので、本日の案につき

ましてご意見がございましたら、こちらにご記入いただきまして、１５日の水曜日

までに事務局にご提出いただければと考えております。 

  本日の議論の内容や、頂きましたご意見を事務局で取りまとめた上で、２７日の

分科会において、業務実績評価の意見の決定という形で、改めてご審議をいただけ

ればと考えております。 

  また、大分先になりますが、第３回の分科会を来年の２月から３月にかけて予定

をしております。議題としては来年度の年度計画のほか、本日もいろいろとご意見

を頂きましたが評価指標を予定しており、こういったものについてのご意見を第３

回の分科会で伺う予定でおります。また、評価指標の策定にあたりましては、ご協

力いただければと考えております。 

  以上でございます。 

○施設調整担当課長 それでは、事務局からは以上でございまして、１点、次回の会

場の件ですが、次回の会場は第二本庁舎の３１階、特別会議室２１を予定しており

ます。第一本庁舎ではなくて、隣の第二庁舎となりますので、次回の分科会の出席

の際にはご注意いただければと思っております。 

  以上でございます。 

○矢﨑分科会長  

  そのほか、ご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、ご熱心にご討議いただきまして、ありがとうございました。本日はこ

れで終了したいと思いますが、次回は７月２７日ですので、よろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。 

 

（午後 ５時９分 閉会） 


